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議案第２０号

権利の放棄について

下記のとおり権利を放棄したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条

第１項第１０号の規定により、議会の議決を求める。

記

１ 放棄する権利  水道料金債権（遅延損害金を含む。） 

２ 債  権  額  ３，３０３，７５７円（遅延損害金を除く。） 

３ 債  務  者  個人及び法人 ２４３人・法人 

４ 債権の概要 

調  定  年  度 放 棄 の 理 由 調 定 件 数 金          額 

平成２１年度 

費用倒れ ５件 ５６，５６８円

小計 ５件 ５６，５６８円

平成２２年度 

無資力 ５件 １３１，８５７円

費用倒れ ６件 ９３，１９８円

小計 １１件 ２２５，０５５円

平成２３年度 

本人死亡 ３８件 １７６，７９３円

所在不明 ２６８件 １，８０５，２１６円

無資力 ６件 １４５，４０４円

費用倒れ １８６件 ８９４，７２１円

小計 ４９８件 ３，０２２，１３４円

合  計 ５１４件 ３，３０３，７５７円

平成３０年２月２０日提出 

君津市長  鈴 木 洋 
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 債権放棄の理由 

略    称 放 棄 の 理 由 

本人死亡 
債務者本人が死亡し、相続人及び財産の存否も明らかでないため、消

滅時効の期間が経過したものであることから、債権を放棄する。 

所在不明 
債務者の所在が不明であり、財産の存否も明らかでないため、消滅時

効の期間が経過したものであることから、債権を放棄する。 

無 資 力 
債務者の資力が無い又は不十分と認められるため、消滅時効の期間が

経過したものであることから、債権を放棄する。 

費用倒れ 
 金額が裁判所の行う強制徴収に要する費用等に満たないと認められる

ため、消滅時効の期間が経過したものであることから、債権を放棄する。


